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● お客さま視点に立った情報提供

● 重要な情報の開示（手数料等の明確化等）
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ご加入時のお客さまへの情報提供の充実

お客さまに最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客さまにとって重要　な情報をわかりやすく、丁寧にご説明するとともに、
お客さまにご提供する商品・サービスの特性に応じて、適切かつ十分な情報を　提供することに努めます。

お客さまに保険商品を十分ご理解いただくために、「お客さまの声」や社外の専門家のご意見等　
をふまえ、お客さまの視点に立ったわかりやすい募集資料（商品パンフレット・保険設計書等）の
作成に努めています。

お客さま視点に立った情報提供

募集資料には、保険商品の仕組みや特徴、保障内容や保険料の詳細、制限事項やリスク等、また
特に団体保険において、生命保険・損害保険をセット販売している場合はその別等、お客さまが
ご検討いただくうえで特に重要な情報を強調して記載する等の対応を行なっています。

総合保障商品「ベストスタイル 健康キャッシュバック」については、「病気になったとき、万一の保
障に加え、健康増進の取組みを応援する機能」という新たな生命保険の価値をお伝えするとと
もに、「更新型の優位性」「見直しの自在性」といった商品コンセプト等をご理解いただけるよう、
「ベストスタイル コンセプトパンフレット」を作成し、ご説明しています。また、外貨建商品である
「つみたてドル建終身」や「米ドル建・一時払養老保険」では、為替リスクをわかりやすくお伝えす
るため、イラストや図を多く活用したコンセプトパンフレットや、ホームページ上で説明動画、シ
ミュレーション機能などもご提供しています。

「ご契約のしおり 定款・約款」等のご契約の際に
お渡しする重要書類については、専門用語の
平易な言葉への言い換えや文字の拡大等、お
客さまが内容を正確にご理解いただけるよう努
めています。

生命保険のご加入に際して、公的年金・医療保険等の社会保障制度や税金に関する情報提供を
行なうため、「社会保障制度ご説明ブック」や「生命保険と税金ご説明ブック」を作成しています。

※当社に寄せられた「お客さまの声」や「消費者専門アドバイス制度」等による社外の専門家のご意見等を業務改善に活かす仕組みに
　ついては、本冊子のＰ．29をご参照ください

※

▼ ベストスタイル コンセプトパンフレット ▼ つみたてドル建終身 コンセプトパンフレット

▼ つみたてドル建終身 商品説明動画
▲

 ご契約のしおり 定款・約款

ご説明BOOK

ご自身とご家族の大切な生活を守るために

社会保障制度
2019年4月改訂

公的医療保険制度ってなに？ P3

老齢給付ってなに？ P15

障害給付ってなに？ P7

障がい者への
福祉サービスってなに？ P12

公的年金（老齢給付）

公的年金（障害給付）

公的医療保険

障がい者への福祉サ
ービス

公的医療保険（傷病手
当金）

傷病手当金ってなに？ P6

公的介護保険

公的介護
保険制度ってなに？

P9

遺族給付ってなに？ P13

公的年金（遺族給付）

用語の解説 P19

（2019年2月1日時点）

国家資格
ファイナンシャル・
プランニング技能士 23,993名

保有者数

明治安田生命　MYライフプランアドバイザー

〇社会保障制度に関する記載は2019年2月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の
媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し
込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。

本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
 TEL 03-3283-8111
 ホームページ  https://www.meijiyasuda.co.jp/

監 修　社会保険労務士　丸田 直美

担当者

 二1900007営企 98100

死亡保険金を受け取ったとき

大切な財産である生命保険を有効に利用していただくために

生命保険と税金
2019年4月改訂

（2019年2月1日時点）

国家資格
ファイナンシャル・
プランニング技能士 23,993名

保有者数

保険料を払い込んだとき P3

ご契約の途中で
契約者変更をしたとき P18

「外貨建保険」に関する
税金の取扱い P19

死亡保険金を受け取ったとき P7

満期保険金を受け取ったとき P11

配当金を受け取ったとき P16

給付金を受け取ったとき P17

解約時の返戻金を
受け取ったとき

P15

生命保険料 解約時の返戻金

死亡保険金
配 当 金

満期保険金

年　　金 

給 付 金

契約者変更

ご説明BOOK

個人年金保険の年金を
受け取ったとき

P13

明治安田生命　MYライフプランアドバイザー

◯本冊子に記載の内容は一般的な例であり、ご加入の商品等によっ
てお取扱いが異なる場合があります。個別のお取扱いについては、
担当者またはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

○当資料に記載の税務上の取扱いについては、2019年2月現在の税
制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場
合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご
確認ください。

○所得税については、当資料に記載の内容に加え、復興特別所得税
が課税されます。なお、各事例の計算においては、復興特別所得税
を反映しております。

本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
 TEL 03-3283-8111
 ホームページ  https://www.meijiyasuda.co.jp/

監 修　税理士法人A.Iブレイン ニ1900006営企 98135

担当者

▲

 社会保障制度ご説明ブック

▲

 生命保険と税金ご説明ブック

第5 章

3938

約款・特約条項の全文は、当社
ホームページの「MY Web約款」
から閲覧いただけます（169ペー
ジ「『MY Web約款』について」
をご覧ください）。

ご自宅にパソコンをお持ちでないなどで約款・特約条項の
全文が印刷されたものをご希望される場合は、当社の担当者
までご連絡ください。

5 年ごと配当付組立総合保障保険

ご契約のしおり 定款・約款 1
特に重要なお知らせ（注意喚起情報）

月版2019年 4
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ご加入時のお客さまへの情報提供の充実

お客さまに最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客さまにとって重要　な情報をわかりやすく、丁寧にご説明するとともに、
お客さまにご提供する商品・サービスの特性に応じて、適切かつ十分な情報を　提供することに努めます。

お客さまに保険商品を十分ご理解いただくために、「お客さまの声」や社外の専門家のご意見等　
をふまえ、お客さまの視点に立ったわかりやすい募集資料（商品パンフレット・保険設計書等）の
作成に努めています。

お客さま視点に立った情報提供

募集資料には、保険商品の仕組みや特徴、保障内容や保険料の詳細、制限事項やリスク等、また
特に団体保険において、生命保険・損害保険をセット販売している場合はその別等、お客さまが
ご検討いただくうえで特に重要な情報を強調して記載する等の対応を行なっています。

総合保障商品「ベストスタイル 健康キャッシュバック」については、「病気になったとき、万一の保
障に加え、健康増進の取組みを応援する機能」という新たな生命保険の価値をお伝えするとと
もに、「更新型の優位性」「見直しの自在性」といった商品コンセプト等をご理解いただけるよう、
「ベストスタイル コンセプトパンフレット」を作成し、ご説明しています。また、外貨建商品である
「つみたてドル建終身」や「米ドル建・一時払養老保険」では、為替リスクをわかりやすくお伝えす
るため、イラストや図を多く活用したコンセプトパンフレットや、ホームページ上で説明動画、シ
ミュレーション機能などもご提供しています。

「ご契約のしおり 定款・約款」等のご契約の際に
お渡しする重要書類については、専門用語の
平易な言葉への言い換えや文字の拡大等、お
客さまが内容を正確にご理解いただけるよう努
めています。

生命保険のご加入に際して、公的年金・医療保険等の社会保障制度や税金に関する情報提供を
行なうため、「社会保障制度ご説明ブック」や「生命保険と税金ご説明ブック」を作成しています。

※当社に寄せられた「お客さまの声」や「消費者専門アドバイス制度」等による社外の専門家のご意見等を業務改善に活かす仕組みに
　ついては、本冊子のＰ．29をご参照ください

※

▼ ベストスタイル コンセプトパンフレット ▼ つみたてドル建終身 コンセプトパンフレット

▼ つみたてドル建終身 商品説明動画
▲

 ご契約のしおり 定款・約款

ご説明BOOK

ご自身とご家族の大切な生活を守るために

社会保障制度
2019年4月改訂

公的医療保険制度ってなに？ P3

老齢給付ってなに？ P15

障害給付ってなに？ P7

障がい者への
福祉サービスってなに？ P12

公的年金（老齢給付）

公的年金（障害給付）

公的医療保険

障がい者への福祉サ
ービス

公的医療保険（傷病手
当金）

傷病手当金ってなに？ P6

公的介護保険

公的介護
保険制度ってなに？

P9

遺族給付ってなに？ P13

公的年金（遺族給付）

用語の解説 P19

（2019年2月1日時点）

国家資格
ファイナンシャル・
プランニング技能士 23,993名

保有者数

明治安田生命　MYライフプランアドバイザー

〇社会保障制度に関する記載は2019年2月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の
媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し
込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。

本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
 TEL 03-3283-8111
 ホームページ  https://www.meijiyasuda.co.jp/

監 修　社会保険労務士　丸田 直美

担当者

 二1900007営企 98100

死亡保険金を受け取ったとき

大切な財産である生命保険を有効に利用していただくために

生命保険と税金
2019年4月改訂

（2019年2月1日時点）

国家資格
ファイナンシャル・
プランニング技能士 23,993名

保有者数

保険料を払い込んだとき P3

ご契約の途中で
契約者変更をしたとき P18

「外貨建保険」に関する
税金の取扱い P19

死亡保険金を受け取ったとき P7

満期保険金を受け取ったとき P11

配当金を受け取ったとき P16

給付金を受け取ったとき P17

解約時の返戻金を
受け取ったとき

P15

生命保険料 解約時の返戻金

死亡保険金
配 当 金

満期保険金

年　　金 

給 付 金

契約者変更

ご説明BOOK

個人年金保険の年金を
受け取ったとき

P13

明治安田生命　MYライフプランアドバイザー

◯本冊子に記載の内容は一般的な例であり、ご加入の商品等によっ
てお取扱いが異なる場合があります。個別のお取扱いについては、
担当者またはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

○当資料に記載の税務上の取扱いについては、2019年2月現在の税
制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場
合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご
確認ください。

○所得税については、当資料に記載の内容に加え、復興特別所得税
が課税されます。なお、各事例の計算においては、復興特別所得税
を反映しております。

本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
 TEL 03-3283-8111
 ホームページ  https://www.meijiyasuda.co.jp/

監 修　税理士法人A.Iブレイン ニ1900006営企 98135

担当者

▲

 社会保障制度ご説明ブック

▲

 生命保険と税金ご説明ブック
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3938

約款・特約条項の全文は、当社
ホームページの「MY Web約款」
から閲覧いただけます（169ペー
ジ「『MY Web約款』について」
をご覧ください）。

ご自宅にパソコンをお持ちでないなどで約款・特約条項の
全文が印刷されたものをご希望される場合は、当社の担当者
までご連絡ください。

5 年ごと配当付組立総合保障保険

ご契約のしおり 定款・約款 1
特に重要なお知らせ（注意喚起情報）

月版2019年 4



「 人に一 番やさしい 生 命 保 険 会 社 」をめざして

ご加入時のお客さまへの情報提供の充実

重要な情報の開示（手数料等の明確化等）
外貨建商品として新たに、2018年8月に「豪ドル建・一時払養老保険」<5年ごと利差配当付一時
払特別養老保険(指定通貨建)>と、2019年2月に「つみたてドル建終身」<5年ごと配当付利率変
動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)>を発売しました。

金融機関窓口販売で取り扱う外貨建て保険（「外貨
建・エブリバディプラス」、「豪ドル建・一時払養老保
険」）について「募集補助資料」を作成し、金融機関代
理店に提供しています。
「募集補助資料」では、為替リスクや金利変動リスクと
いった市場リスクについて図解する等、わかりやすい
記載としています。また、お客さまが他の金融商品と
比較できるように、記載項目や記載順について、投資
信託の目論見書をふまえた構成としています。

これらの商品は、お客さまに市場リスクをご負担いただく投資信託と同じ特性を有することから、
お客さまにご負担いただく費用について、商品パンフレットおよび「契約締結前交付書面(契約
概要・注意喚起情報)」でわかりやすいご説明に努めています。

また、銀行等金融機関窓口販売で取り扱う外貨建商品については、お客さまにご負担いただく費
用に加えて、当社が銀行等に支払う販売手数料の開示等に対応しています。

特定保険契約以外は、お客さまに市場リスクのご負担がなく、ご契約時点で保険金額・給付金額
や解約返戻金額が確定していることから、お客さまからお払込みいただく保険料や当社が
お支払いする保険金額・給付金額および経過年数別の解約返戻金額をわかりやすく情報提供
しています。

第5 章

募集補助資料▶

40

一生涯の「保障」と外貨建での着実な「運用」
２つの安心がある一時払終身保険です。

米ドル建

豪ドル建

５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（指定通貨建）  2019 年 4月版

商品解説動画、予定利率や
為替レート等をＨＰにて公開
しています。

取扱規程 円の場合：100万円～3億円
指定通貨の場合：1万指定通貨～３億円相当額

一時払
米ドル・豪ドル

円入金特約（保険料を円で払い込めます）
取り扱いません 円支払特約（保険金等を円で受け取れます）
職業告知 円建終身保険移行特則（運用成果を円建で確保できます）

契約年齢範囲

保険料払込方法
指 定 通 貨

契 約 者 貸 付
告知・診査方法

一時払保険料
範囲

付加できる
特 約・特 則

20歳～85歳（満年齢）※契約者・被保険者ともに

商品概要
死亡保険金（給付金）
災害死亡保険金

終身
被保険者が死亡されたとき
被保険者が不慮の事故により、その事故の日から180日以内に
死亡されたとき、または、所定の特定感染症で死亡されたとき

保険期間 配当方式

支払
事由

５年ごと利差配当

この資料は、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。
保険商品のご検討ならびにご契約の際には、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり 定款・約款」等を必ずご確認ください。

この商品は明治安田生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
この商品は、保険金等を円でお受け取りいただく場合、為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。また、
指定通貨のままお受け取りいただく場合でも、お客さまにご負担いただく諸費用があることや、解約返戻金に適用される
市場価格調整のため、損失が生じるおそれがあります。

（イメージ図）
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解約返戻金＊
積立金

を適用して算出します。
額
算
換
円
の
金
戻
返
約
解

解約返戻金＊の
円換算額

10年後以降の積立金は更新後の
予定利率によって決まります。

契約日

1年後

第2保険期間開始日 予定利率計算基準日
（契約日から１０年後）

予定利率計算基準日
（契約日から2０年後）

予定利率計算基準日
（契約日から１０年後）

予定利率計算基準日
（契約日から2０年後）

第1保険期間（5年間）

利率の保証期間（10年）

第 2保険期間（終身）

解約返戻金＊

積立金

契約年齢が76歳以上の場合、契約日から10年
後以降の市場価格調整を行いません。また、
20年後の予定利率計算基準日はありません。

一生涯

市場金利情勢に応じて増加する死亡保険金

死亡保険金災害死亡
保険金死亡給付金

積

金
立

額

契約初期費用
3.8%

利率の保証期間（10年）

契約日

積

金
立

額

契約初期費用
3.8%

目標値の指定 目標値への到達状況判定開始 円建終身保険に自動移行目標値に到達

10年後以降の積立金は更新後の
予定利率によって決まります。

契約年齢が76歳以上の場合、契約日から10年
後以降の市場価格調整を行いません。また、
20年後の予定利率計算基準日はありません。

運用のしくみ

保障のしくみ

本
基

険
保

金
額

本
基

険
保

金
額

＊積立金に市場価格
調整を適用して算
出します。

外貨建て保険に関する「募集補助資料」の作成・提供


